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「野焼き」 撮影／松隈 康徳

【４月号図書館だより】掲載内容の変更について

４月号の図書館だよりで掲載しておりました図書館のイベ

ント「桂川町歴史講座～カルタで学ぶ桂川の歴史～」

についてですが、諸事情により、開催日時が以下の

とおり変更となりました。

【変更前】（日時）5月23日㈯　10時 ～11時30分

【変更後】（日時）5月30日㈯　10時 ～11時30分

※開催場所等は変更ございません。ご不明な点等ご

ざいましたら以下までご連絡をお願いします。

　　☎65・4946（図書館）

▲

今年度から新しく「広報けいせん」を担当することになりま
した髙山と申します。担当となり早速、各種取材や撮影、広
報紙の作成などの未経験な業務の中で、毎日が目まぐるしく
過ぎているところです。しかしながら、広報紙という媒体を
通じて、町行政の情報や暮らしのお役立ち情報などを発信す
ることで、住民サービスに寄与し、取材等を通じて住民のみ
なさまとつながることができる業務であるため、とてもやり
がいを感じております。撮影技術や文章の構成など、至らな
い点は多々あるかもしれませんが、「どなたでもわかりやすい
広報紙」をみなさまにお届けできるように精進していきたい
と思います。どうぞよろしくお願いします。（髙山）

手話でつながる安心のまち

桂川町手話言語条例が制定

令和 8 年 4 月 1 日、「桂川町手話言語条例」が
施行されました。手話は、ろう者にとって大

切な言語であり、安心して暮らすために欠かせない
ものです。本町では、手話への理解を深めるととも
に、手話に触れる機会の充実や情報発信、手話通訳
者の育成などを進めていきます。町民や事業者のみ
なさんと力を合わせ、誰もが支え合い、いきいきと
暮らせる共生のまちづくりを目指します。

▲申込フォーム

誕生日えがおの写真 募集中

◎対象…町内の１～３歳（掲載号の月に生まれたお子様）
◎記入事項…名前（ふりがな）、性別、誕生月、誕生日を迎えての年齢、
住所、電話番号、コメント（30字程度・絵文字は使用できません）
◎締切…誕生月の前月10日
◎提出先…企画財政課
 　　 kikakukoho@town.keisen.fukuoka.jp

 または、右の申込フォームから申請ください。

※写真のデータサイズ等で、メールが受信できない場合もあります。

　ご投稿いただいた方には掲載前にメールを返信しておりますので、

　不明な点等ございましたら以下までご連絡をお願いします。

　　　☎65・1085  企画財政課 企画広報係
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